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「まちのり」とは

　金沢市では、藩政期からの城下町の形態が残るま
ちなかエリアにおいて、自動車ではなく徒歩や公共
交通で移動できるようにすることを目指している。

「まちのり」はその交通手段の一つであり、市民や
来街者の気軽な足として、欧米を中心に導入が進ん
でいる自転車シェアリングシステムを2012（平成24）
年３月24日にスタートした。（http://www.machi-
nori.jp/）
　実施主体は金沢市だが、運営主体は公募プロポー
ザルを経て㈱日本海コンサルタントとなっている。
　現在、貸出・返却を行
う「ポート」は19か所あ
り、各箇所に設置してい
る無人の路上端末機にお
いてタッチパネルを操作
し、クレジットカードに
より最初の登録から貸出まで最短１分で利用できる
ようにしている。また、まちのり事務局および市内
のホテル・旅館等35軒において、現金での１日利用
にも対応している。
　さらに、路上端末機のタッチパネルは、日本語の
ほか、英語、韓国語、中国語にも対応しているとと

もに、同言語の案内パンフ
レットを作成（写真参照）し
ており、外国人利用者にも
気軽に使用していただける
ようにしている。加えて、十
間町、香林坊および東山の
ポートには公衆無線LAN
を設置し、インターネット
アクセス環境の向上にも寄
与している。

走るところも一緒に

　まちのりを推進するにあたっては、自転車の走行
空間の確保やルール遵守なども併せて実施しなけれ
ば、安全で快適にまちなかを巡ることは難しいこと
である。金沢市では、2011（平成23）年３月に「ま
ちなか自転車利用環境向
上計画」を策定し、「は
しる」「とめる」「つかう」

「まもる」の自転車利用
シーンごとに具体的な施
策を展開している。
　特に「はしる」において、幹線道路ではなく、金
沢の歴史的な風情の一つでもあり、かつ市民の自転
車ルートとして利用されている細街路に自転車走行
指導帯（写真参照）を整備している。このことによ
り、歩行者の安全確保とともに、ドライバーに対し
ても自転車への注意喚起を促している。
　またルール遵守については、まちのり自転車のハ
ンドル中央部に簡単なルールを記載しているが、自
転車ヘビーユーザーである高校生と中学生を対象に、

「自転車ルール・マナー検定」を実施し、基本的に
遵守すべき事項を知らせる取り組みも行っている。

単なるレンタサイクルに終わらない

　まちのりは、単に自転車を利用者に貸すだけでは
事業として成り立たず、運営主体が中心となって、
さまざまな取り組みを行っている。
　一つには、自転車後輪ドレスガードへの協賛事業
者名の掲載である。広告というよりも環境に優しい
取り組みに対する企業のCSRの一環として活用され
ている。
　二つには、商店街等との連携である。まちのり自
転車を商店街のサマーバーゲンのPRツールとして
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使用したり、まちの
りユーザーに周辺商
店街の店舗で利用で
きるクーポン券を配
布するなど、双方に
メリットのある取り
組みを行っている。
　三つには、まちの
りサポーター制度で
ある。ポート周辺の町会、商店街、企業等がポート
の簡単な清掃を行ったり、ボランティアでポート周
辺の案内などをしたり、まちの人々がまちのりを支
える仕組みを作っている。
　最後に、まちのり事務局でのサービスである。コ
インロッカーに入らない大型の荷物預かりや、地元

老舗菓子舗とコラボしたせんべいをはじめ、Ｔシャ
ツやポストカードなどのオリジナルグッズの製作・
販売などを行っている。無人で利用してもらうだけ
でなく、有人での対応を組み合わせることで、おも
てなしを具現化している。

今後に向けて

　およそ２年後の2015年春、北陸新幹線が金沢まで
開業し、東京から約２時間半で来ることができるよ
うになる。これを一つのターニングポイントとして、
単なる交通手段ではなく、まちと人をつなぐコミュ
ニケーションツールとしての価値を高め、利用者、
商業者、まちのいずれもが笑顔になれるような仕組
みとしていきたい。

仙台と自転車行政

　仙台を初めて訪れた友人から、｢仙台は放置自転
車が少ないですね｣ ｢さすが杜

もり

の都ですね｣ という
言葉を頂戴することがある。何気なく住み続けてい
る私たちにはピンとこない言葉だったが、自転車行
政について少し紹介したいと思う。
　本市の自転車行政は、1987年にスタートした。全
国的にも稀

まれ

であった、自転車附置義務条例を制定し
民間と公の自転車駐車場整備の役割分担を明確化し
た。それと共に、良好な都市空間を創出するため、
行政では都心に地下駐輪場を５か所整備した。
　｢学都仙台｣ といわれるように、仙台は京都につい
で、学生が多い街でもあるため、自転車利用にとど
まらずスクーターや大型バイクも学生の ｢足｣ とし
て活躍している。そのため、地下駐輪場には、大型
自動二輪まで駐輪可能な設備を設けていた。これは
当時の財政制約条件の中であっても当時のスタッフ
の知恵と勇気をもった判断があったからこそ、ハー
ド的な環境整備に至ったといえる。

震災と自転車

　2011年３月11日、未
み ぞ う

曾有の東日本大震災やその後
の余震により、仙台も大きなダメージを受けた。ガ
ソリンなどのエネルギー供給が断絶したため、徒歩
に続く移動手段がバスと自転車だった。
　本市の地元自転車業者の話では、店から自転車が
１台も無くなる状態が３回程度続いたと聞いた。
　このような自転車を使って移動する状況が公共交
通が復旧するまで続いた。

社会実験から本格実施に向けて

　本市では震災の半年前に、コミュニティサイクル
の本格導入を確かなものとするために、１か月間の
社会実験を行った。
　その結果は以下のとお
りで、多くの方に利用い
ただき、本格実施に向け
た期待も高いことがわ
かった。
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